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４/１４ （火）開講　「第２７期 スタッフのための保険点数基礎講」（５回コース） 受講生募集中！ 残席わずかです。　お問い合わせは協会事務局まで
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4月 1日、診療報酬（保険点数）が変わりました。主な変更点、新設点数（抜粋）をご案内します。

診療報酬
改定の
ポイント

（第三種郵便物認可）第９０8号（9）2020年4月10日

歯科衛生士不足について考える

歯周治療について
歯周病重症化予防治療（Ｐ重防）の新設
１歯以上10歯未満　150点
10歯以上20歯未満　150点
20歯以上　　　 　　300点

歯管､歯在管､特疾管の算定患者で、２回
目以降のＰ検査の結果、歯周ポケットが
４㎜未満で、一時的に症状が改善傾向
（部分的な歯肉の炎症またはプロービング時
の出血が認められる状態）にある患者に対
して、重症化予防を目的としてスケーリ
ング、機械的歯面清掃などの継続的な治
療を開始した場合に3ヶ月に１回算定します。SPT(Ⅰ)(Ⅱ)の算
定月は算定不可です。

機械的歯面清掃処置
機械的歯面清掃処置68点→70点（＋２点）
毎月算定できる要件に糖尿病患者（医科からの診療情報の提供が必
要）が追加されました。P重防開始後は算定不可です。

スケーリング
スケーリング（３分の１顎につき）68点→72点（＋４点）
P重防開始後は算定不可です。

初•再診料、歯初診の施設基準の変更
初診料　251点→261点（＋10点）
再診料　  51点→  53点（＋ ２点）
歯初診の施設基準に「歯科外来診療における院内感染防止対
策に係る職員研修を行なっていること」が追加されました。
・歯科医師による院内研修でも可。
・常勤・非常勤に関わらず、診療室で診療補助、歯科材料の準

備、器具の洗浄・滅菌等に従事するスタッフが対象です。
・受付業務のみを行うスタッフは含まれません。

歯科疾患管理料の算定要件の変更
初診月　　　　　　　　 100点→80点（−20点）
初診月の翌月以降　　　 100点（±０点）
１回目の歯管の算定時期（初診月から翌月中）の限定が削除さ
れ、初診月から2ヶ月以上経過した場合でも１回目の歯管を算
定できるようになりました。

歯科疾患管理料に長期管理加算の新設
初診月から6ヶ月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指
導を行なった場合に長期管理加算を算定します。
か強診の場合　120点
か強診以外の保険医療機関　100点
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出典：保団連「歯科診療報酬 2020年改定の要点と解説」掲載表の表を一部改変


